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□ 進展なし   
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■ 維持　□ 拡

日

大 引き続き、自然環境

概

と都市的環境との調和

施

を図り、秩序ある計画

策

的な土地利用を進めて

名

いく。
事業区分 □ 自

土

治事務   □ 法定

地

受託   □ その他

利

今後の方向性 □ 縮小

用

　□ 改善
（改善措置

基

等）□ 休止　□ 終

本

了
計画対象 □ 実施計

目

画査定対象  □ 行

標

政改革対象 
□ 廃止

快

　　　　 

※決算額に

適

ついては、端数処理に

で

より、他資料の決算額

暮

と差異が生じている場

ら

合もあります。

しやすいまち

要 施策の目的 自然環境と都市的環境との調和を図り、秩序ある計画的な土地利用によるまちづくりを推進すること。

施策の方向 良好な市街地の形成

令和6年度の三島市立地適正化計画の見直しに向け、社会情勢の変化や新たに義務付けられた防災指針を盛り込むための計画案を作成した。また、三島南高校南側の農
■ 計画どおり   

令和　５年度 地及び既存宅地約19haの市街化調整区域について、都市計画区域区分変更による市街化区域編入に向け、必要となる資料を作成した。
□ 遅延         

の評価
□ 進展なし     

■ 維持　　　　 市街地の無秩序な拡大を抑制し、良好な市街地の形成を図るため、都市計画区域マスタープランなど上位計画との整合を図り、必要に応じて、区域区分及び用途地域の

今後の方向性 □ 拡大　　　　 見直し、地区計画の導入等を検討していくとともに、震災後の復興まちづくりに向けた取組を推進する。

（改善措置等） □ 縮小　
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□ 改善　　

頁

　　 

令和 5年度　　事務

No.

事

事務事業名 活動内容 コ

業

スト（事業費：千円）

評

東駿河湾広域都市計画

価

区域等見直し事業 令和

表

　４年度 令和　５年度

（

令和　５年度 令和　６

個

年度 令和　４年度 令和

票

　５年度 令和　５年度

）

令和　６年度
活動指標

課

名 単位
実績 計画 実績 計

名

画 決算 当初予算 決算 当

計

初予算
全体事業概要

①

画

都市計画基礎調査業務

ま

委 件 0 0 0 0
都市計画

ち

マスタープランなどの

づ

将来都市像に基づき都

く

託件数
市計画の見直し

り

を行い、秩序ある市街

部

地の形成を図る 685

都

8,725 8,185

市

1,774
。

②

令和　

計

７年度の優先度

③1 　

画

□ Ａ　　　 □ Ｂ

課

　　　 □ Ｃ　　　

作

 □ Ｄ　

県が、都市

成

計画法第6条の規定に

日

基づき、東駿河湾広域

令

都市計画区域を対象に

和

、「都市計画基礎調査

　

」を実施す
■ 計画ど

６

おり   
令和　５年

年

度 るものであり、次期

　

調査に向けた情報収集

８

を行った。
□ 遅延 

月

        
の評


